
　近年は各地で地震、集中豪雨などの
自然災害が頻発しています。自然災害時
の事業の継続、早期復旧のためにBCP
（事業継続計画）などを策定している
中小企業・小規模事業者を対象とした
保証制度をご用意しています。

ＢＣＰ（事業継続計画）とは
　企業が自然災害などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の
損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を
可能とするために、平常時に行うべき行動や緊急時における事業継続の
ための方法、手段などを取り決めておく計画のことをいいます。

災害時発動型予約保証「そなえ」
無料で保証の事前予約を提供！

※上記は概要です。詳細については各事務所・支所へお問い合わせください。

ＢＣＰを策定された方は保証料率割引の対象となります（詳細は裏面へ）

＜ＢＣＰお問い合わせ窓口＞
■兵庫県 ■兵庫県中小企業団体中央会
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特　長
●　事前予約により、災害発生時に通常審査に比べてスピーディーに資金調達ができる
●　事前予約時は、保証料不要
●　BCPの策定により、緊急事態への対応力や取引先からの信用度が向上する

当協会の保証対象要件に該当し、①～④のいずれかのBCP（事業継続計画）等を策定している中小企業・小規模事業者
①中小企業庁が公開している「中小企業BCP策定運用指針」のうち、入門コースを除いた基本・中級・上級
コースのいずれかに準じたBCP

②兵庫県中小企業団体中央会が策定を支援し、推薦するBCP
③「国土強靭化貢献団体の認証に関するガイドライン」（内閣官房）に基づく「国土強靭化貢献団体の認証（レジリエンス
認証）」を取得したBCP

④中小企業等経営強化法に基づき、経済産業大臣の認定を受けた「事業継続力強化計画」

災害発生後における事業継続等のために必要な運転資金および設備資金

2億8,000万円（組合の場合は4億8,000万円）　注）利用できる保証の空き枠の範囲内に限ります

予約決定日から1年間　注）予約更新時は再度予約申込が必要となります

事前予約時：保証料は不要
保証申込時：利用する保証に応じた保証料率を適用

金融機関経由、「対象となる方②」は当協会への直接申込可
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